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新型コロナウイルス感染症に係る介護員養成研修の臨時的な取扱いについて（通知） 

 

標記のことについて、本県では令和２年６月８日付け高第２３５号により、新型コロ

ナウイルス感染症の影響下で、全ての課程において通信形式での実施も可能とする臨時

的な取扱いを実施しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づ

けの変更や、現在の感染状況を踏まえ、令和６年４月以降に実施する介護員養成研修に

ついて臨時的な取扱いを行わないこととしますので、お知らせします。 

なお、令和５年度中にすでに臨時的な取扱いを行うこととして指定を受けている研修

については、引き続き、臨時的な取扱いが適用されますことを申し添えます。 
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